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出産費・家族出産費内払金依頼書 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類】 

・ 医療機関と締結した「直接支払制度を利用する旨を合意した文書」の写し 

・ 医療機関等からの出産費用の内容等が記載されている明細書の写し 

    産科医療補償制度対象分娩の場合は右記「産科医療補償制度対象者のスタンプ」 

又は「産科医療保障制度の対象分娩です。」の文言の印字やスタンプ等が 

必要です。 

 

 共済組合が支給する出産費及び家族出産費は組合員と医療機関との契約締結により申請・受

取を医療機関が行うこと（直接支払制度）もできます。この場合、組合員は出産費用から出産

費(家族出産費)を控除した額を医療機関へ支払うことになりますが、出産費用が出産費(家族

出産費)の支給額を下回った場合に発生する差額分については、共済組合への請求によって組

合員へ支給します。 

《注意事項》 出産費・家族出産費の支給内容については短－5ページをご参照ください。 

令和 5年 3月 31日まで

は 42万円（40万 8千円） 


